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研究要旨 

【背景】経済産業省が進める「健康経営銘柄制度」には、多くの企業が参画し、従業員

の健康管理に力を入れている企業は年々増えている。特定健康審査・保健指導について

も、健康経営の枠組みに沿って経営的な視点で実施されることで、普及や効果の向上に

寄与するものと思われる。そこで、健康経営を熱心に行っている企業の特定健康診査・

特定保健指導の実施状況と関連する企業の施策などとの関連を調査することで今後の

特定健康診査・保健指導制度の発展に寄与できる成果が期待できる。 
【方法】経済産業省を通じて、過去の健康経営度調査の集計データを入手した。本調査

では 2019 年度データ（n=2,328）を用いた。データから、特定健康診査受診と特定保健

指導実施の向上に寄与している項目を検討するために、特定健康診査受診率と特定保健

指導率と、経営層の関与、健康保険組合との連携、産業保健職人材リソース、特定保健

指導実施率向上のための施策との関連を調査した。また、特定保健指導の効果を検討す

るために、特定保健指導実施率と、適正体重維持者、喫煙率、運動習慣率、十分な睡眠

時間、血圧・血糖ハイリスク者、精密検査受診率、一人当たり医療費との関連を調査し

た。多群検定は一元配置分散分析、単変量・多変量解析はロジスティック回帰分析を用

いた。 
【結果】対象企業データの特定健康診査受診率は平均 98.4%、特定保健指導実施率は平

均 38.0%だった。特定健康診査実施と関連が見られたのは、経営層の関与のみだった。

特定保健指導は、特定保健指導実施率向上のための施策との関連が見られ、その中でも

特に、管理職など職制を通じて利用勧奨（の支援）を実施、就業時間中の実施を認める、

社内に実施場所の提供が、有意に関連が見られた。産業保健職人材リソースとはいずれ

も関連がみられなかった。特定保健指導実施率は、高い適正体重維持者、低い喫煙率、

高い運動習慣率、高い精密検査受診率と関連がみられた。血圧・血糖ハイリスク者、一

人当たり医療費との関連がみられなかった。 
【考察】他の企業においても参考となる、特定保健指導実施率向上のための施策が示さ

れた。また、特定保健指導は良好な生活習慣や高い精密検査受診率と関連が示され、一

定の効果が示された。更なる普及のためには、特定保健指導実施に関する健康経営制度

や保険者のインセンティブ設計も検討される。 
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Ａ．研究目的 
 特定健康診査における産業保健の役割

は現時点では明確でなく、むしろ保険者

が実施する保健指導実施時に特定保健指

導の保健指導（高齢者医療確保法第 24条）

と、事業者が実施する定期健康診断の保

健指導（労働安全衛生法（安衛法）第 66
条の７）と別の根拠法令で示されている

ことから、実施主体と目的がそれぞれ違

うことからわかりがたく、時に同じ健診

結果で 2 度の保健指導が実施されそれぞ

れ違う指導がなされるなど混乱を生じて

いるケースなども生じている。保険者と

事業者が協働して従業員の健康確保を行

う枠組みとして、データヘルスやコラボ

ヘルスなどが提唱されている。 
これまで、安衛法の保健指導は主に職

務適性を中心として指導されることが多

かったが、事業場における労働者の健康

保持増進のための指針（令和 3 年 2 月改

正）で、労働者の健康問題に労働者の自助

努力に頼ることなく事業者がより一歩踏

み込んで健康保持増進計画を立てること

も要求されている。また、令和３年３月か

らマイナポータルに特定健康診査の情報

が収載されることとも関連して、事業者

が定期健康診断実施時には「一般健康診

断問診表」を用いて、服薬歴や喫煙歴を含

んだ情報および、就労に関連する情報（重

量物作業の有無、粉塵作業の有無、振動作

業の有無、有害物作業の有無、放射線業務

の有無、交代勤務等、労働時間、労働日数）

を収集し保険者に提供することが努力義

務化された（基 発 1 2 2 3 第 ６ 号、令 
和 ２年 12 月 23 日、定期健康診断等及び

特定健康診査等の実施に関する協力依頼

について）。このように社会環境の変化か

ら、事業者に対する労働者の健康増進へ

の期待が大きく高まり、事業者と保険者

の協働が急速に進む社会基盤が備わりつ

つあり「健康経営」の概念が急速に進むこ

とが想定されている。 
「健康経営」とは、従業員等の健康管理

を経営的な視点で考え、戦略的に実践す

ることであり、企業理念に基づき、従業員

等への健康投資を行うことは、従業員の

活力向上や生産性の向上等の組織の活性

化をもたらし、結果的に業績向上や株価

向上につながると期待されている。経済

産業省では、健康経営に係る各種顕彰制

度として、平成 26 年度から「健康経営銘

柄」の選定を行っており、多くの企業が健

康経営銘柄制度に参画している。特定健

康審査・保健指導制度についても、健康経

営の枠組みに沿って経営的な視点で実施

されることで、普及や効果の向上に寄与

するものと思われる。先行して健康経営

を熱心に行っている企業調査を実施し、

特定健康診査・特定保健指導の実施状況

と関係の深い企業の施策や、特定保健指

導の効果などとの関連性を検討すること

で、今後の特定健康診査・保健指導制度の

発展に寄与できる成果が期待できる。 
本研究の目的は、 

1. 特定健康診査受診・特定保健指導実

施率と企業施策との関係性を検討す

ること 
2. 特定健康診査受診・特定保健指導実

施と事業者と健康保険組合の連携施

策の関係性を検討すること 
3. 特定健康診査受診・特定保健指導実

施率や企業リソースとの関係性を検

討すること 
4. 特定保健指導実施率と健診結果の関

係性を検討すること 
である。 
 

Ｂ．研究方法 
 経済産業省を通じて、過去の健康経営

度調査の集計データを入手した。本調査
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では 2019 年度データ（n=2,328）を用いた。 
データから、特定健康診査受診と特定

保健指導実施の向上に寄与している項目

を検討するために、特定健康診査受診率

と特定保健指導率と、経営層の関与、健康

保険組合との連携、産業保健職人材リソ

ース、特定保健指導実施率向上のための

施策との関連を調査した。 
【特定健康診査受診・特定保健指導実施

と関連のある企業施策との関連性】 
経営層の関与は、質問調査票から健康

経営に経営層が関与している項目として、

①経営トップ自ら従業員に対し健康経営

の説明をしている、②経営トップ自ら投

資家に対し健康経営の説明をしている、

③健康経営を経営会議の議題にしている、

④健康経営推進の責任者が経営層である、

の 4 つについてそれぞれ１点として総合

点で評価した。 
【特定健康診査受診・特定保健指導実施

と事業者と健康保険組合の連携施策の関

係性】 
健康保険組合との連携は、健康保険組

合との相談として、①健康経営の実施に

あたり自社の健康課題を相談、②自社と

保険者双方の中長期的な方針を相談、③

実施施策の役割分担（重複の解消）を相談、

④施策の効果的な実施方法を相談、⑤保

険者の事業に参画するにあたり連絡・調

整、⑥データヘルス計画推進を共同で検

討についてそれぞれの項目および、それ

ぞれ１点として企業施策の総合点として

評価した。また、健保との年間連携協議回

数についても単項目で評価した。 
【特定健康診査受診・特定保健指導実施

率や企業リソースとの関係性】 
産業保健職人材リソースについては、

産業保健師と産業看護師を足したのべ日

数を産業看護職のべ日数として、産業医

と産業看護職についてそれぞれ四分位で

分けた 4 群と、特定健康診査受診率と特

定保健指導実施率との関連を評価した。

特定保健指導実施率向上のための事業者

側として実施している施策は、①健保組

合等保険者に事業者健診結果のデータを

提供（健診を健保と共同で実施して結果

共有を含む）、②事業者側から案内を従業

員に周知、③各事業所に利用勧奨（の支援）

を行う担当者を設置、④管理職など職制

を通じて利用勧奨（の支援）を実施、⑤就

業時間中の実施を認める、⑥社内に実施

場所を提供、⑦事業所や対象者の繁閑を

健保組合等保険者と共有し対象者が指導

を利用しやすい環境を作る、⑧経営層と

健保組合等保険者が重要性を共有する機

会を持つの 8 つについてそれぞれの項目

と回帰と、それぞれ１点として総合点で

評価した。 
【特定保健指導実施率と健診結果の関係

性を検討すること】 
特定保健指導の効果を検討するために、

特定保健指導実施率を四分位で分けた 4
群における、適正体重維持者、喫煙率、運

動習慣率、十分な睡眠時間、血圧・血糖ハ

イリスク者、精密検査受診率、一人当たり

医療費との関連を調査した。適正体重維

持者は BMI が 18.5～25 未満、十分な睡眠

時間とは睡眠により十分な休養が取れて

いる者、血圧ハイリスクは収縮期血圧 
180 mmHg 以上または拡張期血圧  110 
mmHg 以上の者、血糖ハイリスクは空腹

時血糖が 200mg/dl 以上の者とした。多群

検定は一元配置分散分析を、単変量、多変

量解析はロジスティック回帰分析用いた。

統計解析には Vienna 社の統計ソフト

R(ver.4.0.3)および Stata Ver.16.0(Lightstone, 
USA)を用いた。統計的有意性の評価は、

カットオフポイントとして p<0.05 とし

た。 
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Ｃ．研究結果 
調査対象となった企業の特徴を表１に示

す。 
【特定健康診査受診・特定保健指導実施

と関連のある企業施策との関連性】 
経営層の関与については、①経営トップ

自ら従業員に対し健康経営の説明をして

いることと特定保健指導実施率と有意に

関連していた（p<0.01）。③健康経営を経

営会議の議題にしていること（p<0.01）と、

④健康経営推進の責任者が経営層である

こと（p<0.05）は特定健康診査受診率と有

意に関連していた。企業施策の総合点と

の関連は、特定健康診査受診率は有意に

関連していたが(p<0.03)、特定保健指導実

施率は関連がみられなかった（P=0.56）。
特定健康診査受診率を目的変数、それぞ

れの経営層の関与の項目を説明変数とし

たロジスティック回帰分析では、健康経

営を経営会議の議題にしていること

（p<0.01）が有意な関連があった（表２）。 
【特定健康診査受診・特定保健指導実施

と事業者と健康保険組合の連携施策の関

係性】 
健康保険組合と事業場の連携について

は６つ各項目のいずれも特定健康診査受

診率と特定保健指導実施率の関連はなか

った。企業施策の総合点についても特定

健康診査受診率と特定保健指導実施率と

の関連はなかった（表３）。 
【特定健康診査受診・特定保健指導実施

率や企業リソースとの関係性】 
産業保健職人材リソースについては産

業医のべ日数と産業看護職のべ日数のい

ずれも特定健康診査受診率と特定保健指

導実施率との関連はなかった（図１）。特

定保健指導実施率向上のための事業者側

として実施している施策については、③

各事業所に利用勧奨（の支援）を行う担当

者を設置と、④管理職など職制を通じて

利用勧奨（の支援）を実施、⑤就業時間中

の実施を認める（p<0.01）、⑥社内に実施

場所を提供（p<0.01）、⑦事業所や対象者

の繁閑を健保組合等保険者と共有し対象

者が指導を利用しやすい環境を作る

（p<0.01）、⑧経営層と健保組合等保険者

が重要性を共有する機会を持つこと

（p<0.01）がそれぞれ特定保健指導実施率

と有意に関連が見られた。特定健康診査

受診率との関連はなかった。特定保健指

導を目的変数、それぞれの施策を説明変

数としたロジスティック回帰分析では④

管理職など職制を通じて利用勧奨（の支

援）を実施(p=0.03)、⑤就業時間中の実施

を認める（p=0.02）、⑥社内に実施場所を

提供すること（p=0.02）が特定保健指導と

有意な関連があった（表４）。 
【特定保健指導実施と関連のある効果】 
特定保健指導実施率は、高い適正体重

維持者（p<0.01）、低い喫煙率（p<0.01）、
高い運動習慣率（p=0.03）、高い精密検査

受診率（p<0.01）、と関連がみられた。血

圧・血糖ハイリスク者、一人当たり医療費

との関連がみられなかった（図２、３、４）。 
 
Ｄ．考察 
 特定健康診査と特定保健指導に経営者

は保険者の責務であり、事業者の責務で

はない。そのため、事業者にとってはメン

タルヘルス対策、過重労働対策、就業の治

療の両立支援、禁煙対策などに比べて優

先順位が低くなりやすく、特定健康診査

受診や特定保健指導実施は十分な事業者

のコミットメントが得られにくい。また、

健康経営調査においても特定健康診査と

特定保健指導の項目の回答は必須ではな

っていない。健康経営制度において特定

健康診査の受診や特定保健指導の実施に

ついて必須項目として実施を促すことも

特定健康診査制度の普及のためには検討
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される。特定健康診査については、経営層

の関与として、健康経営を経営会議の議

題にしていることが最も関連が高かった。

経営層のコミットメントとして、経営会

議の議題を反映している可能性が考えら

れる。健康経営を比較的に熱心に行なっ

ている本研究の調査対象である企業 2328
社においても、特定保健指導実施率は平

均 38.0%(中央値 29.1%)に留まるのが現状

である（参考：健康保険組合平均 25.9%）。

健康保険組合との連携項目と特定保健指

導実施との関連は見られないことから、

特定保健指導実施率に対する保険者イン

センティブによる効果は限定的であり、

特定保健指導実施率向上のためにはより

大きな重みづけが検討される。特定保健

指導実施率向上のための事業者側として

実施している施策については④管理職な

ど職制を通じて利用勧奨（の支援）を実施

や、⑤就業時間中の実施を認めること、⑥

社内に実施場所を提供することが特に関

連が高く、特定保健指導実施率向上のた

めに他の企業においても参考となる知見

である。産業保健職人材リソースと特定

健康診査受診率や特定保健指導実施率と

の関連はみられず、企業の産業保健職は

他の産業保健業務に従事している可能性

があると考えられ、前回報告のタイムス

タディと同様の結果であると考えられる。 
特定保健指導の実施としては、高い適

正体重維持者や、低い喫煙率、高い運動習

慣率と関連し、生活習慣指導を行う特定

保健指導の目的と照らし合わせてもその

効果としても矛盾はないと考えられる。

また、特定保健指導の効果について検討

した Nakao ら 1 や、Fukuma ら 2 の研究で

も腹囲の減少効果が認められたとしてお

り、高い適正体重維持者の結果とも合致

する。高い精密検査受診率と関連がみら

れたことは、特定保健指導の実施により、

結果を放置せずに適切な医療受診に繋が

った可能性がある。一方で、血圧・血糖ハ

イリスク者減少との関連はみられなかっ

たことは、特定保健指導の基準よりも、血

圧・血糖のハイリスク基準の方が高いこ

とが要因と考えられる。特定健康診査受

診率や特定保健指導実施率と一人当たり

医療費との関連がみられなかったことは、

医療費自体が全体的に上昇傾向であり、

結果が十分に検証できない可能性がある。 
特定健康診査や特定健康指導の普及の

ためには、健康経営制度において特定健

康診査や特定健康指導の実施について必

須回答にすることや、保険者に対するイ

ンセンティブ設計を強化することが寄与

すると考えられる。また、事業者にとって

メリットを感じやすい効果を出すために

は、特定保健指導の対象者を安全配慮義

務の履行に関わりが高い血圧や血糖のハ

イリスク層に対象者を引き上げることも

考えられる。 
 

1.Yoko Nakao et al.Effectiveness of 
nationwide screening and lifestyle 
intervention for abdominal obesity and 
cardiometabolic risks in Japan: The metabolic 
syndrome and comprehensive lifestyle 
intervention study on nationwide database in 
Japan (MetS ACTION-J study) PLoS One. 
2018; 13(1): e0190862. 
2.Shingo Fukuma et al. Impact of the National 
Health Guidance Intervention for Obesity and 
Cardiovascular Risks on Health Outcomes 
among Japanese Men. JAMA Intern Med. 
2020 ;180(12):1630-1637. 

 
 

研究の限界 
本報告書は健康経営銘柄制度に申請した

企業のデータを用いており、大企業が多
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いこと、健康経営に熱心な企業であると

いう限界がある。また、回答の一部は必須

ではないため、当該項目を実施していな

い企業の回答が欠落しているという問題

点が存在している。 
 
Ｅ．結論 
 健康経営銘柄に申請した企業 2,328 社

において、管理職など職制を通じて利用

勧奨（の支援）を実施することや、就業時

間中の実施を認めること、社内に実施場

所を提供することが高い特定保健指導実

施率と関連し、特定保健指導実施率向上

に寄与する施策である可能性が示唆され

た。また、特定保健指導実施は、高い適正

体重維持者、低い喫煙率、高い運動習慣率、

精密検査受診率と関連がみられ、特定保

健指導は生活習慣や精密検査受診などに

ついて一定の効果がある可能性が示唆さ

れた。 
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表２.特定健康診査受診率と特定保健指導実施率と、経営層の関与との関連 
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表３.特定健康診査受診率と特定保健指導実施率と、健康保険組合と連携との関連 
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表４. 特定健康診査受診率と特定保健指導実施率と、特定保健指導実施率向上のための

事業者側として実施している施策との関連 
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図１. 特定健康診査受診と特定保健指導実施率と、企業リソースとの関連 
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図２. 特定健康診査受診と特定保健指導実施率と、関連のある効果（適正体重維持者、

喫煙率、運動習慣比率、睡眠が十分に取れている人の割合）との関連
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図３. 特定健康診査受診率と特定保健指導実施率と、関連のある効果 
血圧ハイリスク者、血糖ハイリスク者、精密検査受診率）との関連

102



図４. 特定健康診査受診率と特定保健指導実施率と、一人当たり医療費との関連 
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	上腕－足首間脈波伝播速度(baPWV)は循環器疾患発症の危険因子を調整した場合に有意に将来の循環器疾患を予測することは高島研究1など我が国を中心とした研究や国内でbaPWVを測定している研究グループによるメタアナリシス2でもすでに報告されており、昨年度の本研究分担報告でも地域一般住民のコホート研究である高島コホート研究において、基幹健診項目を調整しても、baPWVが将来の循環器疾患発症を予測することを報告した。
	本年度は、特定健診の現行の健診項目に加えて、詳細健診項目としてbaPWVを追加した場合の詳細健診対象者について検討を目的で、地域住民健診(特定健診)の受診者で高島研究への協力の同意が得られた参加者からなる住民コホートである高島コホート研究を用いて、危険因子群で層別化して、上腕－足首間脈波伝播速度(baPWV)と将来の循環器疾患の発症リスクについて検討を行った。危険因子群としてはbaPWV検査を詳細項目として実施する際には当日、健診会場で対象者を抽出して実施することが、必要である。このために健診会場...
	表１に本解析集団のベースライン調査時の基礎特性をしめした。解析対象者3341名中、男性は38%であった。調査開始時点の平均年齢は男性が63歳、女性が60歳であった。baPWVは男性が16.3m/sec、女性が15.3m/secであった。
	肥満の有無及び危険因子の個数で層別化した、baPWV値別の循環器疾患発症の性・年齢調整ハザード比を表２に示した。肥満なし、危険因子個数が0個でbaPWVが18m/sec未満の群をリファレンスとすると、肥満なしで危険因子個数が1個以上、baPWVが高値の群でハザード比の有意な上昇を認めた(危険因子1個、4.2[95％CI:1.6-11.6]、危険因子2個、4.4[95％CI：1.0-18.6])。またこの集団では非肥満かつ危険因子が1つ以上の者は1440名で全体の43%を占めた。肥満なしで危険因子個...
	表３に男女別の年齢階級別の粗発症率及び年齢調整発症率を示した。1000人年あたりの循環器疾患年齢調整発症率は肥満なしかつbaPWVが正常または危険因子個数が0個の群では1000人年あたり男性が3.19、女性が1.35であったが、危険因子個数が1個以上かつbaPWVが高値群では男性が7.17、女性が4.56であった。
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	Ａ．研究目的
	健康診査の検査項目に含まれている貧血指標について、国民代表集団を対象としたコホート研究（NIPPON DATA）を用いて、全死亡・循環器病死亡・がん死亡に対する影響を検討することを目的とした。
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	A．研究目的
	B．研究方法
	②同データベースにおいて、ベースラインでは尿蛋白、eGFRとも正常範囲であった者を2年間追跡した。2年後にも93.4％は腎機能正常範囲であったが、6.6％がCKDへと移行した。その内訳は、①尿蛋白、eGFRの両方悪化：尿蛋白（+）以上、eGFR＜60：639人（0.15%）、②尿蛋白のみ悪化：尿蛋白（+）、eGFR≧60を維持：7,088人（1.7％）、③eGFRのみ悪化：尿蛋白（-）、eGFR＜60へ：19,303人（4.7％）であった。
	③腎機能悪化に関連する要因分析
	ⅰ）尿蛋白陽性化を従属変数とした二項ロジスティック回帰分析（ステップワイズ法）では、糖尿病予備群（保健指導判定値）以上であること、降圧薬服用者、喫煙が有意な要因として抽出された（Table1）。
	ⅱ）eGFR低下を従属変数とした二項ロジ関連スティック回帰分析（ステップワイズ法）では、血圧は有意な関連要因であったが、糖尿病及びその予備群であることとの関連は見られなかった（Table2）。
	３）自治体における重症化予防対象者選定基準：保険者全数調査によると、対象者選定のために用いている検査項目は、HbA1cは実施自治体の90.9%が活用していたが、eGFRは56.4％、尿蛋白は48.6％、血圧は23.2％という結果であった。
	①平成28年度重症化予防研究班参加自治体の対象者選定基準を見ると、
	健診結果を活用した国保における重症化予防事業対象者選定基準について検討した。
	科学的なエビデンスによると、尿アルブミンを測定し、腎症第2期より血糖、血圧、生活習慣改善についての介入を強化、第3期からは血圧の医学的管理の強化が重要とされている。
	健診データベース分析の結果、一般健診受診者においてCKDの頻度をみると、糖尿病予備群（保健指導判定値）では正常群よりも高くなった。また、CKD該当者からみた耐糖能区分では糖尿病予備群の割合が最も高くなった。したがって、詳細健診の実施条件として血糖について保健指導判定値以上を採用したことにより、効率的に詳細健診対象者選定につながった可能性が示唆される。今後詳細健診実施率を確認する必要がある。
	腎機能正常者において2年間の追跡で尿蛋白が陽性化する要因として糖尿病、高血圧、喫煙が関与していたが、eGFR低下については血圧や脂質異常の影響は見られたが、血糖の関連は有意ではなかった。このことから糖尿病はeGFRの低下よりは尿蛋白の出現に強く関与しており、今回の分析では参考図の右向きの矢印への関与が明らかであった。尿蛋白に至る前の微量アルブミン尿を検出できることが、腎症予防対策で重要ではないかと考えられた。
	一方、下向きの矢印（尿蛋白陰性のままeGFR低下）については、血糖そのものよりも、併存する肥満、血圧、脂質などメタボリックシンドロームの構成要素の影響が強いものと考えられた。
	平成28年度より全国で実施が推奨されている重症化予防事業において、自治体における対象者選定基準を見ると、事業のとらえ方により第3期から対象とする自治体もあった。第3期では受診勧奨により血圧管理、とくに適切な薬剤使用の有効性が示されているところであり、確実な受診勧奨を行う必要がある。
	第2期以下については対象者数が多く、一定の絞り込みが必要であると考えられた。尿蛋白（±）、eGFR<60、血圧高値などが絞り込みの条件として使われていた。しかし糖尿病においては腎症初期にはhyperfiltrationの影響により、むしろeGFRが高値～正常値の人が多いことから、eGFRの絶対値だけでなく年間低下速度も参照にすべきである。尿アルブミンが測定できない現在、尿蛋白（±）も参考値として対象者選定に用いることが考えられる。われわれは尿蛋白（±）群において（-）群よりも有意に腎機能悪化に関連...
	E．結論
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